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は
じ
め
に

節
供
と
は
、「
一
月
一
日
の
人
日
、
三
月
三
日
の
上
巳
、
五
月
五
日
の
端
午
、
七
月

七
日
の
七
夕
、九
月
九
日
の
重
陽
な
ど
の
節
日
に
供
え
る
供
御
を
指
す
」
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
供
御
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
元
日
の
膳
、
正
月
一
五
日
（
上
元
）
の
あ
ず
き

粥
、
上
巳
の
草
餅
、
端
午
の
粽
、
七
夕
の
索
餅
、
一
〇
月
初
め
の
亥
の
日
の
亥
子
餅

な
ど
、
特
別
な
も
の
を
食
べ
る
」
と
あ
る①
。

他
方
、
中
世
の
禁
裏
の
場
合
に
関
し
て
先
論
を
探
し
て
み
る
と
、
節
供
と
は
、
正

月
・
上
巳
は
花
餅
、
端
午
は
粽
、
七
夕
は
素
麺
等
を
用
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
供
ご

と
に
儀
式
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
井
原
今
朝
男
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る②
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
節
供
は
儀
式
に
関
わ
る
公
家
等
の
み
の
も
の
で
は
な

く
、「
節
供
物
を
運
上
す
る
使
者
に
対
し
て
は
、
領
主
側
か
ら
飯
や
酒
肴
が
振
る
舞
わ

れ
饗
応
が
な
さ
れ
る
」
と
す
る
。

中
世
の
寺
社
に
目
を
移
す
と
、
中
西
正
幸
氏
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
神
宮
に
は
、
節
日

ご
と
の
儀
式
次
第
を
書
い
た
史
料
が
存
在
す
る
と
い
う③
。
一
方
で『
東
寺
百
合
文
書
』

を
は
じ
め
、
他
の
寺
社
の
史
料
で
は
、
算
用
状
に
「
節
供
」
と
い
う
記
載
や
、
節
供

料
所
の
年
貢
納
入
の
記
載
し
か
み
ら
れ
な
い
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
節
供
に

つ
い
て
の
詳
細
を
ほ
と
ん
ど
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
節
供
に
関
す
る
記
載
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
に
お
い
て
も

何
等
か
の
節
供
行
事
を
行
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
史
料
状
況
の

な
か
、
南
北
朝
期
の
『
祗
園
執
行
日
記
』
に
は
、
節
供
の
行
事
内
容
に
関
す
る
記
事

が
わ
ず
か
な
が
ら
散
見
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
史
料
の
記
事
を
分
析
す
れ
ば
、
他

の
寺
社
の
節
供
行
事
の
実
状
を
想
定
し
て
い
く
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
、『
祗
園
執
行
日
記
』
に
お
い
て
節
供
に
関
す
る
記
事
か
ら
、
祗
園
社
に
お

け
る
節
供
と
は
、
ど
の
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

先
に
結
論
を
述
べ
て
お
く
と
、
同
日
記
に
み
え
る
節
供
と
は
、
祗
園
社
領
か
ら
の
収

益
が
祗
園
社
内
で
分
配
さ
れ
る
行
事
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
同
日
記
を
用

い
て
鈴
木
耕
太
郎
氏
が
検
討
さ
れ
た
、仕
事
の
報
酬
と
し
て
渡
さ
れ
る
「
直
会
」「
神

供
」
と
、
異
な
る
意
味
を
持
つ
収
入
で
も
あ
る④
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
節
供
を
検
討
す

る
こ
と
は
、中
世
経
済
史
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
同
日
記
に
お
い
て
節
供
が
「
御
節
供
」
と
「
節
供
」
と
に
わ
ざ
わ
ざ

表
記
分
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
表
記
の
違
い
も
含
め
、
祗
園
社
に
お

け
る
節
供
行
事
の
意
義
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

中
世
の
節
供
に
つ
い
て

―
祗
園
社
を
中
心
に

―

酒　

匂　

由 

紀 

子

研
究
ノ
ー
ト
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一　
「
御
節
供
」
に
つ
い
て

御
節
供
料
所
と
「
沙
汰
」

『
祗
園
執
行
日
記
』
に
お
い
て
、「
御
節
供
」
料
所
と
し
て
記
載
が
あ
る
の
は
、
わ

ず
か
に
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
三
月
三
日
の
御
節
供
料
所
に
つ
い
て
み
て

い
き
た
い
。
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
三
月
三
日
条
に
「
山
階
田
御
節
供
備
二
進
之
一
如

レ
例
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
三
月
三
日
の
「
御
節
供
」
料
所
に
は
、
社
領
の
う
ち
、

近
江
国
の
山
科
田
が
宛
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
の
続
き
に
は
、

「
故
教
晴
法
印
跡
歟後
家
沙
二
汰
之
一
、
大
炊
犬
法
師
社
家
分
垂直

会

腹
一
、
赤
飯
神
供
一
膳
供御
神定

自
二
後
戸
一
送
レ
之
」
と
あ
り
、
御
節
供
に
つ
い
て
故
教
晴
法
印
の
後
継
（
後
家
か
も
し

れ
な
い
）
が
「
沙
汰
」
し
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る⑤
。
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
、教
晴

法
印
と
は
、『
祗
園
執
行
日
記
』
を
記
し
た
顕
詮
と
執
行
職
を
争
っ
て
い
た
静
晴
の
兄

弟
で
あ
る
と
さ
れ
る⑥
。
顕
詮
は
、
い
わ
ば
敵
方
の
「
御
節
供
」
料
所
の
知
行
の
状
況

や
供
物
の
用
意
の
様
子
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、九
月
九
日
の
御
節
供
料
所
を
み
て
い
き
た
い
。
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
九

月
九
日
条
に
、

　

  

越
前
保
役
、
今
日
社
頭
御
節
供
、
近
年
無
二
沙
汰
一
之
処
、
今
年
沙
二
汰
之
一
、

権保
司

長
吏
晴
喜
法
印
沙
二
汰
之
一
、
神
供
十
三
膳
神勢
分
如
日
別

供
、
赤
飯
也
内
陣
小
瓶
子
一乗
板
納
櫃　

三
、
内

一
者
社
家
へ
送
レ
之
、
残
二
於
二
後
戸
一
行
レ
之
、
即
酒
有
名
無
実
云
々 （
傍
線
筆
者
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
月
九
日
の
御
節
供
料
所
に
は
、
社
領
の
越
前
保
が
宛
て
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
保
司
は
晴
喜
法
印
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
社
頭

御
節
供
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
御
節
供
」
の
行
事
は
、
祗
園
社
社
頭
に
て
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
社
頭
の
「
御
節
供
」
に
つ
い
て
、
近

年
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、今
年
は
こ
れ
を
「
沙
汰
」
し
た
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
「
沙
汰
」
の
意
味
を
考
え
た
い
。
こ
の
九
月
九
日
の
「
御
節
供
」

に
お
い
て
「
沙
汰
」
を
行
っ
た
者
は
、「
権保

司

長
吏
晴
喜
法
印
沙
二
汰
之
一
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
越
前
保
保
司
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に

目
を
移
す
と
、
保
司
が
行
っ
た
「
沙
汰
」
の
内
容
と
は
、
社
頭
に
用
意
さ
れ
た
神
供

と
、
そ
の
神
供
の
一
部
を
社
家
へ
送
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
み
て
と
れ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
御
節
供
」
に
お
け
る
「
沙
汰
」
と
は
、
知
行
す
る
「
御
節
供
」

料
所
か
ら
供
物
を
運
上
す
る
の
み
の
意
味
で
は
な
く
、
供
物
を
神
供
と
し
て
社
頭
へ

用
意
し
、
さ
ら
に
は
、「
御
節
供
」
行
事
の
後
に
神
供
を
分
配
す
る
こ
と
も
含
ん
で
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
前
掲
し
た
三
月
三
日
の
「
御
節
供
」
の
史
料
を
読

み
返
す
と
、「
故
教
晴
法
印
跡
歟後
家
」
が
供
物
の
運
上
、
お
よ
び
神
供
を
社
頭
へ
用
意

し
、
神
供
の
分
配
を
「
沙
汰
」
し
た
と
解
釈
で
き
る
。

『
祗
園
執
行
日
記
』
に
お
い
て
、「
御
節
供
」
料
所
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、

右
に
あ
げ
た
二
点
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
日
記
を
記
し
た

顕
詮
が
右
の
よ
う
な
「
沙
汰
」
と
同
様
の
動
き
を
み
せ
て
い
る
記
事
で
あ
る
。

　
（
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
五
月
四
日
条
）

　

  

丹
波
ヨ
リ
粽
三
百
上
、
黒
米
弐
斗
分
云
々
、
去
年
ハ
二
斗
ニ
テ
三
百
卅
上
、
暦
応

五
ハ
三
百
八
十
上
、
其
后
毎
年
参
差
、
所
詮
、
今
年
一
斗
五
升
分
ニ
可
二
立
用
一

之
由
下
知
了
、
向
後
、
自
二
兼
日
一
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
、
年
々
注
文
在
レ
別

　
（
同
年
同
月
五
日
条
）

　

粽
、
方
々
賦
レ
之
、
注
文
在
レ
別
、
今
年
粽
不
足
ニ
到
来
、
無
レ
謂
之
由
、
下
知
了

　
 

（
傍
線
筆
者
）

両
日
条
の
傍
線
部
よ
り
、
顕
詮
に
は
、
毎
年
五
月
五
日
に
合
わ
せ
、
丹
波
国
の
社

領
か
ら
粽
を
運
上
し
て
方
々
へ
配
る
、と
い
う
務
め
が
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
と
れ
る
。

右
の
記
事
か
ら
窺
え
る
、
特
定
の
社
領
か
ら
節
日
に
合
わ
せ
て
節
日
の
食
べ
物
の
粽

を
運
上
し
、
方
々
へ
配
る
と
い
う
行
動
は
、
先
に
み
た
九
月
九
日
の
権
長
吏
晴
喜
法

印
に
よ
る
「
御
節
供
」
の
「
沙
汰
」
と
概
ね
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

五
月
五
日
の
「
御
節
供
」
に
お
け
る
料
所
は
、
丹
波
国
の
祗
園
社
領
で
あ
り
、
そ
の
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「
沙
汰
」
の
役
は
、
顕
詮
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

丹
波
国
の
祗
園
社
領
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
当
該
期
に
顕
詮
が
知
行
し
て
い

た
波
々
伯
部
保
で
あ
る
。
吉
永
隆
記
氏
に
よ
れ
ば
、
同
保
は
、
建
武
親
政
期
か
ら
室

町
幕
府
草
創
期
に
か
け
て
、
顕
詮
が
自
身
の
門
流
の
な
か
で
分
散
し
た
保
司
職
の
集

積
を
行
い
つ
つ
、
在
地
支
配
を
展
開
し
て
い
た
下
司
の
波
々
伯
部
氏
と
戦
い
、
時
勢

を
見
極
め
て
南
朝
・
北
朝
へ
働
き
か
け
て
一
円
支
配
を
達
成
し
た
地
で
あ
っ
た
と
す

る⑦
。
先
掲
し
た
九
月
の
「
御
節
供
」
に
、
越
前
保
の
役
と
し
て
保
司
の
晴
喜
法
印
が

「
沙
汰
」
を
し
て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、祗
園
社
に
お
け
る
「
御
節
供
」
の
「
沙

汰
」
役
は
、「
御
節
供
」
料
所
と
な
っ
て
い
る
社
領
の
保
司
ら
が
、
各
々
決
め
ら
れ
た

節
供
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
祗
園
社
に
お
け
る
「
御
節
供
」
と
は
、
節
日
に
沙
汰
役
の
者
が
担

当
す
る
社
領
の
「
御
節
供
」
料
所
よ
り
供
物
を
上
げ
、
祗
園
社
の
社
頭
に
て
神
供
と

し
て
祀
り
、
後
に
神
供
を
分
配
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
御
節
供
」
供
物
の
分
配

で
は
、「
御
節
供
」
に
お
い
て
「
沙
汰
」
さ
れ
た
供
物
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
へ
分

配
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
観
応
元
年
五
月
五
日
条
に
は
、「
予
為
二
左
方
一
和
尚
一

之
間
、
御
節
供
一
膳
・
フ
ト
餅
・
紙
立
等
取
レ
之
、
酒
無
レ
之
」
と
あ
る
。
こ
こ
よ
り
、

「
左
方
一
和
尚
」
と
し
て
の
得
分
の
内
容
が
、従
来
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
さ
ら
に
、
正
平
七
年
五
月
五
日
条
に
は
、

　

  

社
頭
御
節
供
、
直執

行
得
分会

一
膳
・
餅
三
盃
・
伏
兎
三
盃
・
菓
子
以
下
、
毛
立
廿
五
・
二

種
肴
毛
立
一
盃
、
自
二
後
戸
一
送
レ
之
、
同
祝
布社

家
分施

壱
連
小
綱
沙
二
汰
之
一
、
自
二
執

行
代
方
一
被
レ
進
レ
之⑧

と
あ
り
、「
執
行
」
と
し
て
の
得
分
、
お
よ
び
「
社
家
」
の
得
分
と
し
て
も
、
定
数
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
左
方
一
和
尚
」、「
執
行
」、「
社
家
」

と
い
う
よ
う
な
祗
園
社
で
の
立
場
ご
と
に
定
数
分
の
供
物
が
分
配
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
顕
詮
が
「
沙
汰
」
役
を
担
っ
て
い
た
五
月
五
日
の
節
供
の
記
事

に
「
粽
、
方
々
賦
レ
之
、
注
文
在
レ
別
」
と
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
供
物
の
分
配
に
お

け
る
注
文
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
の
制
約
に
よ
り
、
他
の
立
場
へ
の
分
配

内
容
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
祗
園
社
に
お
け
る
御
節
供
の
供
物
は
、
祗

園
社
構
成
員
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
祗
園
社
構
成
員
に

と
っ
て
の
御
節
供
と
は
、
定
期
的
な
収
入
日
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

二　
「
節
供
」
に
つ
い
て

顕
詮
が
支
払
う
「
節
供
」
料
足

で
は
、顕
詮
が
「
節
供
」
と
記
し
た
も
の
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。『
祗
園
執
行

日
記
』
に
お
け
る
「
節
供
」
と
い
う
表
記
に
は
、
別
当
力
者
に
関
わ
る
も
の
と
、
顕

詮
の
配
下
に
関
係
す
る
も
の
の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
顕
詮

が
配
下
の
者
へ
支
払
っ
た
「
節
供
」
料
足
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
（
観
応
元
年
五
月
五
日
条
）

　

坊
人
、
宮
仕
ニ
酒
給
レ
之
、
専
当
ハ
皆
折
節
他
行
也

　

  （
同
年
七
月
七
日
条
）

　

  

今
日
節
供
、
中
間
二
人
ニ
半
連
給
レ
之
、
満（

満
童
子
）ニ

一
疋
給
レ
之
、
宮
仕
七
疋
給
レ

之
、
先
々
ハ
一
疋
也
、
而
今
年
坊
人
・
専
当
・
宮
仕
大
略
参
二
詣
善
光
寺
一
、三
四

人
也
、
仍
減
少
了
、
上
方
素
麺
十
疋
、
酒
十
疋
、
此
外
海
松
、
瓜
等
雑
用
十
疋

　
（
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
七
月
七
日
条
）

　

例
節
供
珍
重
々
々
、
坊
人
・
宮
仕
・
宮
籠
ニ
酒
給
レ
之

こ
の
三
点
の
「
節
供
」
の
記
事
か
ら
は
、
顕
詮
が
中
間
・
満
童
子
・
坊
人
・
宮
仕
・

専
当
と
い
っ
た
顕
詮
の
下
で
働
い
て
い
る
配
下
の
者
ら
に
対
し
て
、
酒
や
「
半
連
」

つ
ま
り
銭
を
渡
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
素
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麺
や
酒
・
海
松
・
瓜
等
の
「
雑
用
」
も
「
十
疋
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
供
物
ま
で
も

代
銭
で
渡
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
節
供
」
は
、
顕
詮
の
配
下
の

者
ら
に
と
っ
て
、
定
期
的
な
収
入
日
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

執
行
が
支
払
う
「
節
供
」
料
足

次
に
、
顕
詮
と
別
当
力
者
が
関
わ
り
を
み
せ
る
「
節
供
」
に
つ
い
て
み
て
い
き
た

い
。
左
の
表
は
、
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
に
お
い
て
、
顕
詮
が
別
当
力
者
へ
支
払
っ

た
「
節
供
」
料
足
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
月
一
日
条

別
当
力
者
牛
童
□（

判
読
不
能
）

□　

輩
来
、
恒
例
正
月
分
節
供
料執

行
役足

可
レ
給
之
由

申
間
、
任
レ
例
漆
百
文
下
行
畢

三
月
三
日
条

別
当
力
者
、
恒
例
節
供
取
ニ
来
間
、
明
後
日
、
可
レ
給
由
、
返
答
了

（
同
五
日
条
）

別
当
力
者
節
供
七
百
文
、
内
且
五
百
文
今
日
下
行
委宮
籠
夫
用
途
内
也

記
有
得
分
記

（
同
七
日
条
）

別
当
力
者
節
供
、
残
二
百
文
、
今
日
渡
レ
之
、
請
取
有
レ
之

七
月
七
日
条

別
当
力
者
、
節
供
取
ニ
来
間
、
如
レ
例
七
百
文
下
行
了
、
請
取
有
レ
之

九
月
九
日
条

別
当
力
者
節
供
七
百
文
下
行
了
、
請
取
有
レ
之

右
の
一
月
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
顕
詮
は
「
執
行
役
」
と
し
て
、「
別
当
力
者
牛
童
□

□
輩
」
に
節
供
料
足
と
し
て
七
百
文
を
支
払
っ
て
い
る
。
し
か
も
、別
当
力
者
へ
「
節

供
」
料
足
を
支
払
う
こ
と
は
「
恒
例
」
だ
と
す
る
。
ま
た
、
三
月
条
を
み
る
と
、「
宮

籠
夫
用
途
」
か
ら
立
て
替
え
た
上
、
分
割
払
い
を
し
て
ま
で
「
節
供
」
料
足
を
支
払

わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
七
月
七
日
条
、
九
月
九
日
条

の
記
事
も
ふ
ま
え
る
と
、
祗
園
社
執
行
職
に
は
、
別
当
力
者
へ
節
供
の
式
日
に
節
供

料
足
と
し
て
七
百
文
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
強
制
的
な
責
務
が
あ
っ
た
と
い
え

る
。
こ
の
責
務
が
何
に
拠
っ
て
生
じ
た
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
祗

園
執
行
日
記
』
に
て
確
認
で
き
る
記
事
は
無
い
。

た
だ
し
、
三
枝
暁
子
氏
に
よ
れ
ば
、
別
当
は
「
対
外
的
に
は
祗
園
社
の
最
高
管
理

者
と
み
な
さ
れ
る
存
在
」
で
あ
り
、「
末
社
の
経
営
に
深
く
関
与
し
て
い
た
」
者
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る⑨
。
同
日
記
か
ら
は
、
こ
う
し
た
別
当
と
祗
園
社
と
の
間
を
結
ぶ
存

在
に
、
別
当
力
者
が
い
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る⑩
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
別
当
力
者
は
別
当
の
下
の
み
な
ら
ず
、
祗
園
社
執
行
の
下

で
も
働
い
て
い
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
、
執
行
か
ら
「
節
供
」
の
銭
を
受
け
取
っ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
節
供
行
事
に
つ
い
て
『
祗
園
執
行
日
記
』
を
用
い
検
討
を
行
っ
た
。
と
り

わ
け
本
稿
で
は
、
祗
園
社
領
か
ら
の
収
益
が
祗
園
社
内
で
分
配
さ
れ
る
様
子
に
つ
い

て
、「
御
節
供
」
と
「
節
供
」
と
い
う
日
記
内
の
書
き
分
け
に
注
目
し
た
。

「
御
節
供
」
と
は
、祗
園
社
で
行
わ
れ
て
い
た
節
日
行
事
を
指
し
て
い
た
。
そ
の
実

態
は
、
各
節
日
の
節
供
料
所
と
な
っ
て
い
た
祗
園
社
社
領
か
ら
運
上
さ
れ
た
供
物
を

社
頭
へ
祀
り
、後
、祗
園
社
構
成
員
へ
配
分
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
御
節
供
」
は
、

祗
園
社
構
成
員
が
祗
園
社
か
ら
得
分
を
得
る
機
会
と
な
っ
て
い
た
一
方
で
、「
御
節

供
」
を
「
沙
汰
」
す
る
者
は
、
社
領
を
知
行
で
き
て
い
る
こ
と
を
同
社
構
成
員
へ
示

す
機
会
と
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
、「
節
供
」
に
つ
い
て
は
、
顕
詮
自
身
が
支
払
う
「
節
供
」
料
足
を
指
し
て
お

り
、
そ
の
内
容
は
二
点
存
在
し
た
。
一
点
は
、
執
行
職
の
役
と
し
て
別
当
力
者
に
対

し
て
払
う
銭
で
あ
り
、も
う
一
点
は
、顕
詮
が
配
下
の
者
へ
ふ
る
ま
う
酒
や
銭
で
あ
っ

た
。し

た
が
っ
て
、『
祗
園
執
行
日
記
』
に
お
け
る
「
御
節
供
」
は
、
祗
園
社
を
中
心
に

し
た
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、「
節
供
」
は
、
顕
詮
を
中
心
に
し
た
行
事
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
顕
詮
は
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
「
御
節
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供
」
と
「
節
供
」
を
書
き
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
節
日
は
祗
園

社
に
お
い
て
、当
人
が
帰
属
す
る
神
社
や
人
か
ら
、物
や
銭
が
下
賜
さ
れ
る
日
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
『
祗
園
執
行
日
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
御
節
供
」・「
節

供
」
の
記
事
は
、
実
は
、
お
し
な
べ
て
行
事
が
通
常
通
り
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合

の
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
節
供
行
事
は
、
行
事
次
第
を
毎
回
記

録
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
公
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
看
取
で
き
る
。
他

の
寺
社
の
史
料
群
に
お
い
て
も
、
こ
の
行
事
の
記
録
が
殆
ど
無
い
理
由
は
、
こ
こ
に

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
節
供
行
事
は
、
他
寺
社
の
史
料
に

お
い
て
も
寺
社
領
の
年
貢
を
使
用
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
算
用
状
か
ら
確
か
め

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
か
る
行
事
が
祗
園
社
と
同
様
に
、
寺
社
内
の
構
成
員
や
そ
の

関
係
者
の
経
済
活
動
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
中
世
経
済
を
検
討
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
現
在
の
我
々
に
と
っ

て
は
、
重
要
な
行
事
の
一
つ
だ
と
い
え
よ
う
。
大
概
の
寺
社
史
料
に
て
、
あ
ま
り
に

も
簡
約
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
の
行
事
に
関
し
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
て

い
く
べ
き
か
を
思
案
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

注①　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）、「
節
供
」
の
項
。

②　

井
原
今
朝
男「
中
世
の
五
節
供
と
天
皇
制
」（『
歴
史
学
研
究
』六
二
〇
号
、一
九
九
一

年
）。

③　

中
西
正
幸
「
伊
勢
神
宮
の
節
供
」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
〇
六
巻
五
号
、
二
〇
〇
五

年
）。

④　

鈴
木
耕
太
郎
「
祇
園
社
「
社
家
記
録
」
に
見
ら
れ
る
直
会
・
神
供
」（『
立
命
館
文

学
』
六
三
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。

⑤　

顕
詮
が
三
月
三
日
の
「
御
節
供
」
の
「
沙
汰
」
が
教
晴
法
印
の
後
家
に
よ
る
も
の
だ

と
想
定
し
た
の
は
、
正
平
七
年
四
月
六
日
条
に
み
え
る
「
日
御
供
」
に
お
い
て
、
料
所

で
あ
る
小
童
保
の
教
晴
法
印
知
行
分
を
後
家
が
知
行
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
た
め

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥　

野
地
秀
俊
「「
社
僧
」
再
考
―
中
世
祗
園
社
に
お
け
る
門
閥
形
成
」（『
佛
教
大
学
大

学
院
紀
要
』
二
六
号
、
一
九
九
八
年
）、
三
枝
暁
子
「
室
町
幕
府
の
成
立
と
祗
園
社
領

主
権
」（
同
『
比
叡
山
と
室
町
幕
府
―
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
―
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
））。

⑦　

吉
永
隆
記
「
祗
園
社
領
荘
園
の
再
編
―
顕
詮
と
丹
波
国
波
々
伯
部
保
―
」（『
立
命
館

文
学
』
六
三
七
号
、
二
〇
一
四
年
）。

⑧　

史
料
中
の
「
壱
連
」
と
は
、
百
文
の
こ
と
。
詳
し
く
は
、
渡
政
知
「
中
世
文
献
史
料

に
お
け
る
「
緡
銭
」
表
現
に
つ
い
て
」（『
出
土
銭
貨
』
五
号
、
一
九
九
六
年
）、
稲
吉

昭
彦
「
中
世
日
本
の
緡
銭
慣
行
」（『
鷹
陵
史
学
』
三
八
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

⑨　

三
枝
暁
子
「
山
門
・
祗
園
社
の
本
末
関
係
と
京
都
支
配
」（
同
『
比
叡
山
と
室
町
幕

府
―
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
―
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
初
出

二
〇
〇
一
年
））。

⑩　

例
え
ば
、『
祗
園
執
行
日
記
』
正
平
七
年
一
二
月
二
日
条
に
は
、
別
当
力
者
が
別
当

の
命
令
を
伝
え
に
来
て
い
る
記
事
が
あ
る
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
平
成
二
十
七
年
度
若
手
研
究

助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


